
神戸市地域活動事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、幼保連携型認定こども園及び民間保育所（以下「認定こども園等」という。）が、多様

化する保育需要により積極的に対応するとともに、地域に開かれた社会資源として、認定こども園等の専門

的機能を地域住民のために活用し、児童の福祉の向上を図ることを目的とした地域活動事業（以下「地域活

動事業」という。）を行うにあたり、特別に要する経費について予算の範囲内における補助金を交付するこ

とについて、神戸市補助金等の交付に関する規則（平成27年３月神戸市規則第38号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助の対象） 

第２条 この補助金の交付の対象となる地域活動事業及び対象経費並びに交付額は、別表に掲げるとおりと

する。 

２ 前項の地域活動事業については、その計画が定期的かつ継続的内容であることを原則とし、実施により保

育効果が大いに高まると見込まれるもの及び地域福祉の向上が見込まれるものを対象とする。 

 

（補助金の申請） 

第３条 認定こども園等は、前条の補助金を受けようとするときは、「神戸市地域活動事業補助金交付申請書」

（様式第１号）に「神戸市地域活動事業実績報告書」（様式第２号）を添えて市長に提出するものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは「神戸市地域活動

事業補助金交付決定通知書」（様式第３号）を認定こども園等に交付する。 

２ 市長は、補助金交付決定に当り、必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、前項の交付決定通知を行った場合、補助金申請額と交付決定金額が同額であるときは、

会計規則第42条に規定する請求書の提出を省略し、速やかに補助金を申請者に支払うものとする。 

 

（利用者の負担） 



第５条 認定こども園等が事業に関して必要なときは、利用者より実費の負担を求めることができる。 

 

（施行の細則） 

第６条 この要綱の施行について必要な事項は、主管局長が定める。 

 

附 則 

第１条 この要綱は、平成11年４月１日から適用する。 

２ 平成元年４月１日施行の「特別保育科目設定実施事業補助金交付要綱」は廃止する。 

附 則 

 この要綱は、平成28年１月28日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年９月５日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係） 

 １．地域活動事業 

事 業 名 内           容 

１ 世代間交流事業 

  （老人福祉施設訪問等） 

 

 

２ 異年齢児交流事業 

 

 

３ 郷土文化伝承事業 

 

 

 

４ 自然体験活動事業 

 

 

５ 卒園児交流事業 

 

 

６ 保育相談・育児講座事業 

 

 

７ 園庭開放・園舎開放等事業 

 

 

８ 地域の特性に応じた 

保育需要への対応 

在園児が、老人福祉施設や地域の高齢者と交流することで、

在園児の社会性や協調性を育むとともに、高齢者の地域社会

への参加を促し、地域を活性化させる。 

 

 在園児が、地域の児童および学生等と交流することで、在

園児および地域児童等の社会性や協調性を育む。 

 

 在園児が、民謡や工芸品等の郷土文化について、専門講師

から指導を受けることで、在園児の郷土への愛着心を育むと

ともに、郷土文化の伝承を行う。 

 

 在園児が、神戸の地域資源である自然を活かした自然体験

や農業体験等の活動を通し、発想力や想像力を育む。 

 

認定こども園等が、自施設の卒園児と交流することで、卒

園児の自己成長力を育てる。 

 

認定こども園等が、保育相談の実施や育児教室の開催を行

うことで、地域の子育て等に悩む保護者等の問題を解決する。 

 

認定こども園等が、自施設の園庭や園舎を開放することで、

地域の親子等に遊びや交流の場を提供する。 

 

上記以外の事業で、認定こども園等が、在園児と地域住民

との交流の機会を設け、在園児の社会性や協調性を育むとと

もに、地域全体で保育を支える環境を形成する。 

  

 

 

 



２．対象経費 

   地域活動事業に必要な経費 

  （費目） 

  賃金，謝金，需用費（消耗品費，印刷製本費，修繕費，食糧費〔茶菓〕，光熱水費， 

  保健衛生費，役務費（通信運搬費），委託料，使用料及び賃借料，原材料費, 交通費 等 

 

 ３．交付額 

   補助金額は、対象経費の実支出額から事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額と、補助上限額と

を比較して少ない方の額の２分の１の額とする。ただし、補助上限額は50万円とする。なお、豊かな

心をはぐくむ教育推進事業による補助を受けている場合は補助対象外とする。 



                              
様式第１号（第３条関係） 
 
 

神戸市地域活動事業補助金交付申請書 
 
 
 
 

申請金額：  円 
 
ただし、 年度分 神戸市地域活動事業補助金 
 

 
 
 

上記の補助金を交付されるよう神戸市地域活動事業補助金交付要綱第３条の規定により、

申請します。 
 
 
 

 年 月 日 
 
 

神 戸 市 長  宛 
 

 
申請者      所  在  地     

 
法  人  名    

 
 
債権者登録有の場合 債権者登録番号： 
債権者登録無の場合 下記に口座情報を記入 

振
込
口
座 

銀行名 
 

支店名 
 

種別 
 

口座番号  

名義（カナ） 
 

 
 
注）債権者登録をしている方は、住所、名称について、債権者登録のとおり記載してくださ

い。 



様式第２号（第３条関係）

年 月 日

神戸市長　　宛

所　　在　　地

法　　人　　名

施　　設　　名

代表者職・氏名

事業科目 対象者

(注)１．「対象者」は、各事業ごとに、要綱別表1.地域活動事業に記載の内容をふまえること。
　　２.「事業内容」は，各事業ごとに、要綱別表1.地域活動事業に記載の内容に即したものとわかるように、
　　　詳細に記載すること。（例：オンラインによる老人福祉施設との交流、自施設畑による農業体験等）

令和４年度　神戸市地域活動事業実績報告書

その他場所NO 開催日時 事業内容

⑥

①

⑧

⑦

③

②

⑤

④

⑩

⑨



施設名 0

地域活動事業に要する費用の内訳

費　　用 参加費及び寄附金等の収入 差引事業経費
①　円 ②　円   ①－②  円

合計 0

合計 0

合計 0

合計 0

合計 0

合計 0

合計 0

合計 0

合計 0

合計 0
0 0 0

（注）１．事業内容ごとに費用を記載すること。
　　　２，事業に要する費用については，費目ごとに記載すること。

費　　　目 費目の内容

0 ①

0

0

0

0

0

0

0

 ②

 ③

 ④

⑤

合　　計

⑨

 ⑥

 ⑦

 ⑧

0

⑩ 0



  

                             

様式第３号（第４条関係）  

 
（ 公 印 省 略 ） 

  第 号 
 年  月  日 

 
 設置者・園長 様 
 

神 戸 市 長   
 
 

神戸市地域活動事業補助金交付決定通知書 
（ 年度分） 

 
 

みだしのことについて、下記のとおり決定しましたので、神戸市地域活動補

助金交付要綱第４条の規定により通知します。 

 
 

記 
 

 

１ 補助金 
交付決定額   円 

 

２ 補助の条件 

当該事業の内容については、補助簿等を設け、その実態をあきらかに

しておくこと。 


